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受給者証発行実績(令和７年５月) 介護給付

　自宅での暮らしや外出を支援するサービス

〇居宅介護（ホームヘルプ）、重度訪問介護、同行援護、行動援護

　日中の活動を支援するサービス

〇短期入所（ショートステイ）、生活介護、療養介護

訓練等給付

　自立や就労を支援するサービス

〇自立訓練、宿泊型自立訓練、　

　就労継続支援(Ａ型・Ｂ型)、就労定着支援

　住まいの場で生活を支援するサービス

〇共同生活援助(グループホーム)、自立生活支援

最　長 最　短 平　均

介護給付

（審査会あり）
８８日 ３９日 ７２日

訓練給付

地域相談支援給付

（審査会なし）

８６日 １日 ４７日

地域相談支援給付

　その他のサービス

〇地域移行支援、地域定着支援


